
水産業省エネ・省コスト機器等導入緊急支援事業費補助金 

【令和８年度実施事業 公募要領】 
 

 
（公募期間） 

令和８年３月12日（木）～令和８年５月15日（金） 
※ 電子ファイルを含め、提出書類に不備が有る場合は、受理されませんのでご注

意ください。 

 

（受付時間）９：００～１７：００ 月～金曜日（祝祭日を除く） 
※ 郵送の場合は、各締切日の１７：００までに必着するよう提出して下さい。 

 

（問い合わせ・書類提出先） 
(東部地域) 島根県東部農林水産振興センター 水産課 

        〒６９０－００１１ 島根県松江市東津田町１７４１－１ 

        電 話：０８５２－３２－５７０３ 

        ＦＡＸ：０８５２－３２－５７１１ 

        E-mail：tobu-suisanka@pref.shimane.lg.jp 

(西部地域) 島根県西部農林水産振興センター 水産課 

        〒６９７－００４１ 島根県浜田市片庭町２５４ 

        電 話：０８５５－２９－５６８５ 

        ＦＡＸ：０８５５－２２－５６３７ 

        E-mail：seibu-suisanka@pref.shimane.lg.jp 

(隠岐地域) ＜島後＞ 

隠岐支庁農林水産局 水産課島後普及係 

        〒６８５－００１５ 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口２４ 

        電 話：０８５１２－２－９６６８ 

        ＦＡＸ：０８５１２－２－９６７４ 

        E-mail：okinorin@pref.shimane.lg.jp 

        ＜島前＞ 

        隠岐支庁農林水産局 水産課島前普及係 

        〒６８４－０３０２ 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田５６－１７ 

        電 話：０８５１４－７－９１０６ 

        ＦＡＸ：０８５１４－７－９１０８ 

        E-mail：okinorin@pref.shimane.lg.jp 

 
（その他問い合わせ） 島根県沿岸漁業振興課 担い手確保・育成係 

        電 話：０８５２－２２－６０２０・６２９３ 

        ＦＡＸ：０８５２－２２－６０４８ 

E-mail：engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp 

 

※ 本公募要領は、県沿岸漁業振興課のホームページからダウンロードできます。 

https://www.pref.shimane.lg.jp/engan_gyogyo/ 
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Ⅰ 本補助金について 

１．事業の目的  

燃油価格の高騰により、操業コストが上昇し、沿岸自営漁業者等の漁業経営を圧迫していま

す。燃油価格高騰が長期化しても、漁業経営の体質強化及び沿岸自営漁業者等の所得向上の取

組が加速するよう、操業コスト削減に向けた緊急の取組を支援するため、省エネルギー・省コ

ストにつながる機器や漁具等の導入を支援することを目的とします。 

※本補助金の交付は１事業者あたり１回限りとします。 

※令和８年３月 12 日以前に本事業の申請を行い、活用した者については、１回に限り再度

の申請が可能です。 

 

２．補助対象者  

県内に拠点を有する者で、以下の事業実施主体を対象とします。 

・島根県認定漁業者設置要綱(令和２年４月 30 日付け水第 68 号)に規定する認定漁業者(見

込みの者を含む)及び認定新規漁業者 

 なお、地域漁業者認定審査会において、漁業経営開始計画が適正と認められている者は認

定新規漁業者とみなし、事業実施計画書を申請できるものとする。 

・沿岸漁業（総トン数 20 トン未満の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動

植物の採捕、漁具を定置して行う水産動植物の採捕及び水産動植物の養殖を海面で行う事

業をいう。以下同じ）を営む法人及び任意団体 

 なお、任意団体にあっては、その代表者が認定漁業者又は認定新規漁業者であること。 

 

３．補助対象事業  

○省エネルギー・省コストに向け、緊急を要する次のいずれかの取組であること。 

・県が指定する機器(「４．補助対象経費」参照)を導入し、操業コストの削減を図る取組 

・漁法の転換や新漁法の導入により、操業コストの削減を図る取組 

 

（注）次のいずれかに該当する場合は対象にはなりません。したがって、審査の過程で該当すると判断され

た場合は採択されません。    

○本事業と他の団体が助成する他の制度（補助金、委託費等）と併用し、同一の事業内容を実施する

場合（ただし、配分や割当の考え方（アロケーション）が十分に整理できている場合は除く） 

○応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会的勢力と

の関係を有している場合 

○公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事

業（風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 121 号）第２条におい

て規定する風俗営業など）である場合 

 

４．補助対象経費  

○操業コストの削減に資する機器で、次に指定するものの導入に係る経費(備品購入費等) 

魚群探知機、ソナー、プロッター、GPS受信機、自動操舵装置、レーダー、潮流計、塩分等測 

定計、ドローン、無線機、エンジン、遠隔操縦装置、エレクトリックモーター、自動いか釣 

機、電動リール、LED灯、揚縄機、揚網機、漁労ウインチ、船上海水冷却装置、その他コスト 
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削減に資する機器で知事が認めるもの 

○操業コスト削減に向けた漁法の転換や新漁法導入の際に必要な漁具等の導入に係る経費（需

用費、備品購入費等） 

なお、上記のいずれにあっても、次の要件をすべて満たすものとします。 

・事業計画書に記載する目標は、省エネ・省コスト化を５%以上図れるものを計画し、その目 

標の達成に寄与するもの 

・本事業の対象として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもの。 

  ※ 省エネ・省コスト化を５％以上図られる更新であれば、新規設備の導入に限らず、

既存設備の一部の更新も本補助事業の対象となります。 

 

（注）次のいずれかに該当する経費については補助対象外 

○交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの 

○上記のほか、次に掲げる経費 

・食糧費（ただし、事業に不可欠と認められる経費を除く） 

・各種団体等の組織や施設の管理運営に要する経費 

・出資、出捐、貸付に要する経費 

・用地取得又は補償に要する経費 

・事業者の損失補填に要する経費 

・事務費（ただし、県と協議の上で事業実施に必要と認められる経費を除く） 

・公租公課（自動車税、自動車取得税及び自動車重量税、登録印紙税、その他法令等で定める

手数料等） 

・その他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

５．補助率等  

補助率 補助上限額 

１/２以内 1,000万円 

 

６．申請手続き等の概要  

（１）問い合わせ及び申請書類受付先：表紙及び「Ⅱ申請書類受付先」に記載 

（２）公募期間 

 

   令和８年３月12日（木)～令和８年５月15日（金）＜必着＞ 

受付時間：９：００～１７：００、月～金曜日（祝祭日を除く。） 

※郵送の場合は、各締切日の１７：００までに必着するよう提出して下さい。 

 

（３）事前相談 

申請受付への提出に先立ち、以下の事務所に申請内容について事前に相談してください。   

申請者の所在地または住所地 事前相談先 

県東部地域 
東部農林水産振興センター水産課 

TEL：0852-32-5703 

県西部地域（大田市以西） 
西部農林水産振興センター水産課 

TEL：0855-29-5685 

隠岐地域 
隠岐支庁農林水産局水産課 

TEL：08512-2-9668(島後)・08514-7-9106(島前) 



 

- 3 - 

 

（４）提出書類 

表１で定める提出書類（Ｐ．３参照）を、郵送又は電子メールにより申請受付先に提出

してください。申請受付先にて提出が確認できたものについては、提出者あてにメール又

はＦＡＸにて提出物を受理したことの確認連絡をします（これをもって正式に受理したこ

ととします）。提出後、７日を経ってもその連絡がない場合には申請受付先までお問い合

わせください。 

なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類

等の返却は致しません。郵送での提出の場合は、封筒に赤字で「水産業省エネ・省コスト

機器等導入緊急支援事業申請書在中」と記入してください。 

（５）審査 

書類提出後、県担当課から指摘事項があれば申請事業者へ連絡し、確認を行わせていた

だきます。 

その後、表２で定める審査項目（Ｐ．４参照）に基づき書面審査を行い、採択内示事業

を決定します。なお、審査は提出書類等をもって行われますので、不備のないよう十分ご

注意下さい。 

なお、採択内示事業については、｢水産業省エネ・省コスト機器等導入緊急支援事業費

補助金交付要綱｣に基づき、補助金の交付に関わる手続きを行う際、事業内容及び事業費

の精査をあらためて行い、補助対象外の事業費を除き、補助金交付決定をもって事業採

択・事業着手となります。 

 

 

（６）通知 

書面審査結果については、沿岸漁業振興課から申請者あてに通知します。 

（７）公表 

採択となった場合には、原則として、事業内容（事業実施者、所在地(市町村名)、事業

内容）を公表します。 

（８）その他 

採択となった場合であっても、予算の都合等により希望金額が減額される場合がありま

す。 

表１：提出書類 

提  出  書  類 

水産業省エネ・省コスト機器等導入緊急支援事業費補助金 事業実施計画書 

【添付書類】 

  ・見積書 

  ・事業実施主体の定款（沿岸漁業を実施していることがわかるもの）任意団体の場

合は規約、構成員名簿）※個人の場合は不要 

  ・事業実施主体の直近２期の決算報告書（注）(個人の場合は青色申告決算書等) 

（注）これらの書類がない設立後２年未満の者は、事業計画書及び収支予算書を提出 

  ・上記に加え、導入する機器等のカタログ・仕様書・規模決定根拠(様式自由)、設
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置位置の写真、位置図 

【提出部数】１部 

 郵送又は電子メールにて申請受付先まで提出してください。 

 ※電子メールでファイル送信した際は、必ず送信確認を電話にて行ってください。 

 ※申請受付先で提出が確認できた書類については、メール又はＦＡＸにより受理した

ことの確認連絡をしますので、提出後７日以内にその連絡がない場合は必ず申請受

付先までご連絡ください。 

【注意事項】 

 用紙サイズは原則としてＡ４で統一してください。 

 

表２：書面審査項目 

審  査  項  目 

①実施体制、実効性 

  事業実施に必要な体制、実現的かつ継続的な取組となっているか 

②省エネ・省コスト効果 

操業にあたり省エネ・省コスト効果があり、事業計画書に記載された目標達成が見 

込めるか 

 ③緊急性 

  現状の操業コストや漁期等を鑑み、緊急性が高いと認められる取組であるか 

 ④費用対効果 

  事業内容に対する経費が適切か 

 ⑤所得向上に向けた取組 

  漁業者の所得向上に資する取組となっているか 

 

７．補助事業期間  

補助事業期間は、原則として交付決定日から令和９年２月26日までの間となります。 

交付決定日より前に行った事業については、補助対象となりませんので注意してください。 

   

８．補助事業者の義務  

本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若し

くは廃止する場合は、事前に承認を得なければなりません。 

（２）補助金の交付決定を受けた場合には、事業終了後速やかに実績報告書を提出してくださ

い（事業収支を記載した帳簿の作成等、経理状況が明確にわかるようにしておいてくださ

い）。 

   原則として、補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認が

できない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。 

（３）補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、省エネ・省コスト化に係る取組状況等につ

いて、実績報告した翌年度から３年間、県が行う聞き取り調査等に協力すること。 

（４）交付申請に当たっては、消費税等仕入れ控除の対象事業者は、当該補助金に係る消費税

等仕入控除税額（注）を減額して申請しなければなりません。ただし、申請時において、当

該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。 
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なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、県に速やかに報告し、指示に従わな 

ければなりません。 

 

（注）消費税等仕入控除税額とは： 

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補助事業

に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、

この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費

税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしていま

す。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

（５）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年

度終了後５年間保存しなければなりません。 

 

９．財産の帰属等  

補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰

属します。 

 

10．その他  

（１）補助金は、事業が完了し補助金額が確定した後に支払います（必要と認められる場合は、

事業完了前に概算払いする場合もあります）。 

（２）補助事業の進捗状況確認のため、県が実地検査に入ることがあります。 

（３）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179

号）」等に違反する行為等（例：虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付取消・返

還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 
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Ⅱ 申請書類受付先 

 (東部地域) 島根県東部農林水産振興センター 水産課 

       〒６９０－００１１ 島根県松江市東津田町１７４１－１ 

        電 話：０８５２－３２－５７０３ 

        ＦＡＸ：０８５２－３２－５７１１ 

        E-mail：tobu-suisanka@pref.shimane.lg.jp 

(西部地域) 島根県西部農林水産振興センター 水産課 

       〒６９７－００４１ 島根県浜田市片庭町２５４ 

        電 話：０８５５－２９－５６８５ 

        ＦＡＸ：０８５５－２２－５６３７ 

        E-mail：seibu-suisanka@pref.shimane.lg.jp 

(隠岐地域) ＜島後＞ 

隠岐支庁農林水産局 水産課島後普及係 

       〒６８５－００１５ 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口２４ 

        電 話：０８５１２－２－９６６８ 

        ＦＡＸ：０８５１２－２－９６７４ 

        E-mail：okinorin@pref.shimane.lg.jp 

       ＜島前＞ 

       隠岐支庁農林水産局 水産課島前普及係 

       〒６８４－０３０２ 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田５６－１７ 

        電 話：０８５１４－７－９１０６ 

        ＦＡＸ：０８５１４－７－９１０８ 

        E-mail：okinorin@pref.shimane.lg.jp 
 

mailto:tobu-suisanka@pref.shimane.lg.jp
mailto:seibu-suisanka@pref.shimane.lg.jp
mailto:okinorin@pref.shimane.lg.jp
mailto:okinorin@pref.shimane.lg.jp


 

- 7 - 

Ⅲ 計画書の様式 
様式第１号(第３条関係)  

水産業省エネ・省コスト機器等導入緊急支援事業費補助金 

  事業実施計画書(事業実績報告書※) 

※実績報告時は、計画書の内容に対し、どのような実績があったかを数値等も用いて可能な限り詳細に

記載してください。 

事 業 名  

申請者名  
郵便番号 

住  所 
 

代表者 職・氏名  電話番号  

担当者 職・氏名  メール  

参画する 

漁業者の区分 
☐認定漁業者   ☐認定新規漁業者   ☐法人   □任意団体 

本事業で導入する機器や漁具 

※漁法の転換や導入に該当しない機器については、公募要領「４．補助対象経費」で規定するものの中から

記載すること。 

※必要に応じて行を追加してください。                        【単位：円】 

機器・漁具等 区分 数量 
漁 法 の 

転換・導入 

補助事業に要す

る経費【A】 

うち消費税等 

相当額【B】 

補助対象経費

【A-B】 

 新設・更新  □    

 新設・更新  □    

 新設・更新  □    

計    

補助金申請額（千円未満は切り捨て） 

補助金上限額 10,000 千円（補助率１/２以内） 
千円 

事業完了年月日（予定）  令和 年  月  日 

資金調達方法 

（該当に☑） 

☐ 自己資金で対応 

☐ 金融機関等の借入で対応 

☐ その他（          ） 

事業内容やスケジュール等 

(１) 目標設定 

※数値を用いて可能な限り詳細に記載 ※記入例は提出時に削除すること 

※目標値は現状値よりも５%以上の省エネ・省コスト化が図られる計画であること 

指標名 

応募時点の 

現状値 

※括弧内に積算根拠を記載 

事業実施後の 

目標値 

※括弧内に積算根拠を記載 

  

（           ） 

 

（          ） 
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（記入例 1） 

指標名 

応募時点の 

現状値 
※括弧内に積算根拠を記載 

事業実施後の 

目標値 
※括弧内に積算根拠を記載 

操業の効率化による燃油使

用量の削減（潮流計の導

入） 

燃油量 1,200L/過去 3ヶ月  

（過去 3 ヶ月:R〇,〇～R〇,〇） 

燃油量 1,080L/今後 3 ヶ月 

（今後 3 ヶ月:R〇,〇～R〇,〇） 

（記入例 2） 

指標名 

応募時点の 

現状値 
※括弧内に積算根拠を記載 

事業実施後の 

目標値 
※括弧内に積算根拠を記載 

漁法転換による漁獲金額あ

たりの燃油使用量の削減

（アマダイ延縄の導入） 

5L/万円(過去 3ヶ月)  

（過去 3 ヶ月:R〇,〇～R〇,〇 

100L/20 万円） 

4L/万円(今後 3ヶ月)  

（今後 3 ヶ月:R〇,〇～R〇,〇 

80L/20 万円） 

 

【積算根拠など】 

 項目 
現状値 

（R 年） 

目標値 

（R 年） 

比率（%） 

（目標/現状） 
備考 

漁獲金額（万円）     

燃油費（万円）     

燃油消費量（L）     

 

(２) 導入する機器や漁具等を用い実施する操業の内容等 

※現状からどのように変わるか、省エネ・省コストや所得向上にどのように寄与する

か、取組の緊急性などについて具体的に記載 

対象の漁業  

対象の漁船  

省コスト・所得

向上の取り組み 

 

取組の緊急性  

 

(３) 実施スケジュール 

※いつ、何を導入し、操業開始時期等を記載 

※本格的に操業する時期が補助期間後であれば、補助期間以降のスケジュールについて

も記載 

内容 スケジュール 

  

  

  

 

(４) その他 

※上記のほか、省エネ・省コストや所得向上に向けた取組で特に記載すべき事項があれ

ば記載 
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添付書類 

 (応募時) 

 ・事業実施主体の定款注１）注２）（沿岸漁業を実施していることがわかるもの） 

注１）任意団体の場合は規約、構成員名簿 

注２）個人の場合は不要 

・事業実施主体の直近２期の決算報告書（注）(個人の場合は青色申告決算書等) 

（注）これらの書類がない設立後２年未満の事業者は、事業計画書及び収支予算書を提出 

 ・その他知事が必要と認める書類 

 ・見積書 

 ・導入する機器等のカタログ 

 ・仕様書 

 ・規模決定根拠(様式自由) 

 ・設置位置の写真や位置図 

 

 (補助金交付申請時) 

 ・見積書(２者以上) 

 ・応募時に提出した書類のうち、変更があったもの 

 

 (実績報告時) 

 ・契約書 

 ・納品書・請求書 

 ・金融機関振込受領書、領収書 

 ・その他知事が必要と認める書類 

 ・導入した機器等の写真（型番などが写っており申請内容と齟齬がないことがわかるもの） 

 ・財産管理台帳（様式第 14 号） 

 ・利用計画書(管理運営規程等) 

 

 


